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Ⅰ は じ め に

1990 年代以降, 個人請負や派遣労働者といっ

た, いわゆる外部人材の活用が急速に進んでいる｡

これらの人々の特徴は, 一つの企業に直接雇用さ

れて働くという旧式のワークスタイルとは違って,

労働者とユーザー側企業との間に直接的な雇用契

約が存在しないという点である｡ このうち, 個人

請負1)は, 企業との間に雇用契約ではなく業務委

託契約を交わし, 民法上の請負 (632 条), あるい

は委任 (643 条) 契約に基づいて仕事の受発注が

行われる (村田 1999)｡ 古くは, 建設現場の鉄筋

工, 集金業務代行, 運送業などに見られていた雇

用形態であったが, インターネットの普及ととも

に, Web デザイナー, システム開発・保守, PC

サポートなどの新しい職種にも, 近年拡大してき

ている｡ 2004 年現在, 個人請負として働く人数

は派遣労働者にも匹敵するほどの規模2)と言われ

ているが, 派遣労働者のように 『労働力調査』 等

の公式統計に収載されないため, その実態はよく

わかっていない (村田 2004)｡

個人請負は, 派遣労働者に比べると, ユーザー

企業側との間に直接的な雇用関係が存在しない点

では類似しているが, 両者の法的取扱または経済

的処遇などの面には大きな相違点がある3)｡ 第一

に, 派遣労働者と個人請負に対する ｢指揮命令権

限｣ 上の制約が異なる (佐藤 2004)｡ つまり, 受

け入れ企業は派遣労働者に対し具体的な作業指示

を出すことができるが, 個人請負には原則それが

できない4)｡ 個人請負には専門的な職業能力を持

ち, 請負った業務を独自に遂行することが期待さ

れているのである｡ 第二に, 労働法の適用または

福利厚生費の負担方法が異なる｡ 派遣労働者は,

法律上, 派遣元企業の社員であり雇用者であるた

め, 労働基準法, 労災保険法などの労働法の適用

対象となり, 事業主負担部分である法定福利費も

派遣元企業が負担する｡ 一方, 個人請負は, 雇用

者ではなく自営業として位置づけられていること

から, 労働法の適用がなく, ユーザー企業側も事
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業主負担部分である法定福利費を免れることがで

きる (鎌田 2004)｡

派遣労働者や個人請負等, 外部人材の活用が普

及してきた共通の理由として, ①業務の遂行に必

要な能力を持つ人材を, 募集コストをかけずに迅

速に確保できること, ②雇用調整のコストをかけ

ずに, 業務量の変動に合わせて活用人数の調整が

可能であることが挙げられる (佐藤 2004)5)｡ 一方,

個人請負が普及する独自の要因としては, (1)専

門性の高い外部人材の活用6)や, (2)法定福利厚生

費負担の免除等による人件費と事務コストのさら

なる節約が挙げられる｡ もし, 個人請負の増加の

背景として, 前者の専門性の高い人材活用が顕著

であるのであれば, 個人請負の増加は ｢IT 化等

に対応した専門人材の働き方の多様化｣ という意

味で, 労働市場の新しい動きとして注目される｡

この場合, 政策的な関心事は, そのような新しい

動きに対して現行制度が障害となっていないか,

新しい労働市場の動きに対応するための法整備,

環境整備をどのように進めるかといった点となる｡

また, 例えばそのような政策的な対応によって,

これまで子育てで離職せざるをえなかった専門技

能を持つ女性を, 柔軟な雇用形態として, 労働市

場に参加させやすくすることも可能になるかもし

れない｡ 一方でもし, 個人請負増加の背景として,

コスト削減または生産変動への対応といった側面

が強いのであれば, 個人請負の増加は, パートや

派遣労働等の非正規雇用の拡大と同様, 特に目新

しい労働市場の動きではない｡ むしろ, さらに低

賃金の雇用者が拡大するという意味で, これまで

の非正規雇用化への動きに拍車をかけるものと位

置づけられよう｡ この場合, 政策的に重要な問い

かけは, 個人請負の賃金が, パートや派遣労働と

比較して不当に低いということはないか, 十分に

労働条件や権利擁護がなされているかという点に

なると思われる｡ したがって, 個人請負が増加し

ている背景として, どのような要因が支配的であ

るのかを確認することは, 今後の労働市場の見通

しや労働政策の立案にとって重要である｡

そこで, 本研究では, 最新の調査データを用い

て, 企業が個人請負を活用する動機を統計的に探

ることにする｡ 本論文の構成は以下の通りである｡

Ⅱでは企業が個人請負を利用する動機に関する理

論的仮説を説明する｡ Ⅲではデータと記述統計に

よる示唆を紹介する｡ Ⅳでは推定モデルと実証分

析の結果をまとめる｡ Ⅴは結語である｡

Ⅱ 企業が個人請負を活用する理由
理論的仮説

個人請負を含む外部人材の活用に当たって, 企

業側は主に以下の三つの動機を持つことが考えら

れる｡ 第一の動機は, コストの削減である｡ 第二

の動機は, 生産変動への対応である｡ 第三の動機

は, 外部の専門的人材の活用である｡ 以下は, 内

外の研究成果に基づき, 上記の三つの動機につい

て詳しく見てゆくことにする｡

1 コストの削減

米国における議論では, 個人請負活用のメリッ

トとして, まず ｢コストの削減｣ が挙げられるこ

とが多い｡ 周知のように, 企業は市場から調達し

にくいような高度な技能もしくは企業内特殊人的

資本 (firm-specific human capital) を持つ労働者

に対しては, ｢市場賃金｣ よりも高い賃金いわゆ

る ｢効率性賃金｣ (efficiency wage) を支払い, そ

れらの労働者を企業に定着させることが合理的で

ある｡ 一方, 清掃員や警備員など低技能の労働者

もしくは一般人的資本しか持たない労働者につい

ては, ｢市場賃金｣ でも労働市場から容易に調達

が可能であるため, 企業は一部の業務をアウトソー

シングすることによって, こうした ｢市場賃金｣

での労働力確保が可能となる (Abraham &

Taylor 1996)｡

しかしながら, 米国においても, 清掃員や警備

員などの労働者についてもすべてが請負契約とな

るのではなく, 正社員として雇用されることも多

い｡ 例えば, Blau (1977) および Groshen (1986)

によれば, 基幹職種の従業員に対して高い賃金を

支払っている企業は, その他の職種の従業員に対

しても相対的に高い賃金を支払っている｡ つまり,

同じ清掃の仕事をしていても, 大手優良企業に勤

めているか, 町工場に勤めているかによって給料

の差が生じるということである｡ 同一企業内で正
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社員として雇う場合, 一部の職種に ｢効率性賃金｣

を支払い, 他の職種に ｢市場賃金｣ を支払うとい

う仕組みとしたくても, このような仕組みを労働

組合に合意させることは難しいであろう7)｡ した

がって, 企業にとって個人請負などの外部人材を

活 用 す る こ と は 大 き な メ リ ッ ト に な る ｡

Abraham & Taylor (1996) が指摘するように,

平均賃金の高い企業ほど, 一部の業務を外部人材

にアウトソーシングするインセンティブが高いと

思われる｡ さらに, 日本では個人請負に対する社

会保険料や法定福利厚生費の負担を免れることが

できるという意味で, 直接的なコスト減も存在す

る｡ したがって, 社会保険, 福利厚生費など正社

員に対する福利厚生が充実している企業ほど, 一

部の業務をアウトソーシングするインセンティブ

が高くなることが予想される8)｡

2 生産変動への対応

企業が個人請負を活用するもうひとつの理由は,

不確実性の高い生産変動への対応である｡ 大多数

の企業は, 社内技術の伝承, 生産の効率性や社員

モラルの維持のため, 一定量の正社員数を保つ必

要があるが, 生産における季節的または不規則的

な需要変動に対処するために正社員数を増減させ

ることは, 多額の採用・解雇コストを伴ってしま

う｡ しかしながら, 個人請負の場合には労働時間

の調整や契約の打ち切りが正社員に比べてはるか

に容易であるので, これらを活用することによっ

て, 企業は必要最小限の正社員数で生産の変動に

対応することができる｡ 実際, 米国では, 正社員

の解雇を難しくするような制度改正が業務のアウ

トソーシング化を加速させるとの実証研究も存在

している (Autor 2003)｡ この点から考えると,

生産業務の季節的変動などの不確実性の高い企業

ほど個人請負を利用する確率が高いことが予想さ

れる9)｡

3 外部専門人材の活用

企業が個人請負を活用する動機として, 最も特

徴的なものは ｢外部専門人材の活用｣ である｡ コ

ストの削減, 生産変動への対応という上記二つの

理由は, 実は個人請負に特有の理由というより,

パートや派遣社員などの非正規雇用にも共通する

動機であった｡ これらの非正規雇用に比べて, 個

人請負の最大の特徴は, ユーザー企業側の細かい

作業指示を受けずに独自に専門的な業務を遂行で

きるということにある｡ 企業は, 生産活動に必要

とされながらも稼働頻度の低い専門業務を外部の

人材に委託することによって, 業務の合理化を図

ることができる (Abraham & Taylor 1996)｡ た

とえば, PC システムの維持管理のように, 必須

ではあるが, パソコンの設置や新システムの導入

またはトラブル発生時など, 偶発的にしか需要が

発生しない業務がある｡ この場合, わざわざ自社

で PC 技術人材を保有するより, 必要なときだけ,

業務をアウトソーシングするほうがコストの面で

はるかに効率的である｡ この動機が存在するとす

れば, 専門性の高い業務, または規模の経済性が

発揮しにくい業務を抱える企業ほど個人請負を活

用する確率が高いと考えられる｡

Ⅲ データおよび記述統計による示唆

1 データ

分析に用いるデータは, 労働政策研究・研修機

構が 2004 年 2 月に行った ｢業務委託契約従事者

の活用実態に関する調査｣ (以下 ｢本調査｣) であ

る10)｡ この調査の対象企業 (2000 社) は, ①2001

年から 2003 年までの就職求人誌に ｢業務委託契

約の求人広告を掲載している｣ 企業・事業所, ②

帝国データバンクやその他の民間調査機関のデー

タベースの情報から業務委託契約を用いていると

推測される企業・事業所, ③インターネットで

｢業務委託契約の求人をしている｣ 企業・事業所

という三つのソースから無作為抽出した｡ そのう

ち, 有効回収数は 589 社であった (回収率 26.9％)｡

589 社の内訳は, A) ｢現在業務委託契約従事者

のいる企業｣ 312 社, B) ｢現在業務委託契約従事

者はいないが, これまではいた企業｣ 67 社と C)

｢業務委託契約従事者は現在もこれまでもいない

企業｣ 210 社である｡ ただし, 本論文の主な研究

対象は, 現在もしくは過去に個人請負を雇用して

いた企業 (以下, ｢業務委託企業｣ と呼ぶ) 379 社
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(A＋B) である｡

表 1 はこの 379 社の産業と規模の割合を平成

13 年 ｢事業所・企業統計調査｣ (総務省) におけ

る全国調査の一般企業の割合と比較した結果であ

る｡ まず, 産業分類をみると, 全国調査では 3 割

以上を占める ｢卸・小売, 飲食店｣ であるが, 本

調査の対象企業に占める当該業種の割合はわずか

3.4％に過ぎない｡ 一方, 全国調査で 16.8％に過

ぎないサービス業は, 本調査では 69.4％を占め

ている｡ 特に, その中でも情報サービス業が突出

しており, 業務委託企業総数の 45.4％を占めて

いる｡ 次に, 企業規模別にみると, 従業員 300 人

以上の大企業は全国調査では 0.8％を占めるに過

ぎないが, 本調査では 1.3％に上っている｡ また,

中規模企業の割合も全国調査では 27.5％に過ぎ

ないのに対して, 本調査では 37.2％に上ってい

る｡ ただし, これらの違いは, 標本抽出のバイア

スによるものなのか, 業務委託企業の属性による

ものなのかについては不明である｡

一方, 表 2 は本調査のデータを用いて, 個人請

負の活用状況別に企業の属性をまとめたものであ

る｡ それによると, 過去・現在ともに個人請負を

活用したことのない企業 (N＝210) に比べ, 現在

個人請負を活用している企業は, 売上の伸び率が

高く, 正社員の中高年者比率が低く, 正社員の平

均人数が多いといった特徴を持っていることがわ

かった｡

2 個人業務委託の仕事内容および個人請負の能力

と意識

それでは, 個人業務委託の仕事内容はどのよう

なものとなっているのであろうか｡ 本調査におけ

る ｢最も代表的な仕事が何か｣ という質問 (単一

回答) に対して, 上位に挙げられているものをみ

ると, 情報処理技術 (31.1％), デザイナー・カ

メラマン (12.1％), 建築・土木・測量技術 (11.1

％) などいずれも専門性を要するような仕事内容

である (表 3-1)｡ 一方, 建設労務作業や生産工程

などの専門性の低い業務を挙げている企業は全体

の 3％未満に過ぎない｡ また, ｢現在個人請負に

委託している仕事内容 (複数回答)｣ についてみ

ても, 情報処理技術など専門性のある業務と回答
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表１ ｢業務委託調査｣ の企業属性：全国調査との比較
(単位：実数および％)

業務委託企業 (本調査) 一般企業 (全国調査)

企業数 構成比 企業数 構成比

産業分類

建設業 25 6.6 299,340 18.6

製造業 44 11.6 297,614 18.5

電気・ガス・水道・熱供給業 1 0.3 536 0.0

卸・小売, 飲食店 13 3.4 568,616 35.4

金融・保険・不動産業 7 1.9 112,989 7.0

運輸・通信業 8 2.1 56,593 3.5

情報サービス業 172 45.4

269,977 16.8
教育サービス業 8 2.1

その他の対個人サービス業 15 4.0

その他の対事業所サービス業 68 17.9

不明・その他 (鉱業) 18 4.8 2,145 0.1

合計 379 100.0 1,607,810 100.0

企業規模別

常用雇用者 300 人以上の大企業 5 1.3 12,317 0.8

常用雇用者 300 人未満の中小企業 344 90.8 1,595,493 99.2

うち常用雇用者 20～300 人未満の中規模企業 141 37.2 441,459 27.5

うち常用雇用者 5～20 人未満の小規模企業 128 33.8
1,154,034 71.8

うち常用雇用者 5人未満の零細企業 75 19.8

規模不明 50 13.2

合計 379 100.0 1,607,810 100.0

注：1) ｢業務委託調査｣ の集計対象は, ｢個人請負｣ を活用しているもしくは活用した経験のある事業所である｡

2) 一般企業 (全国調査) は, 総務省平成 13 年 ｢事業所・企業統計調査｣ を筆者が加工したものである｡

�����������������

サービス業



する企業が圧倒的に多い｡

さらに, 個人請負を活用した際に ｢大いに重視

した｣ と答えた個人請負の能力要因は, 1 位が

｢専門的技能・技術｣ (64.9％) および ｢専門的能

力｣ (61.0％) である (表 3-2)｡ そのほか, 熱意・

意欲 (49.6％), これまでの職務経歴 (33.5％) と

いった要因が挙がっている｡ 資格・免許 (7.4％),

学歴 (2.6％) や年齢 (2.6％) など通常正社員採

用時に重視されていそうな条件については, ほと

んどの企業が個人請負に求めていないことが特徴

的である｡

それでは, 個人請負の業務は, 職場内において,

正社員や非正社員の業務とどの程度の代替性を持っ

ているのであろうか｡ 本調査によると, 個人請負

と同じような業務に従事している ｢正社員｣ を持

つと答えた業務委託企業は全体の 63.6％に及ん

でいる一方, 個人請負と同業務に従事している

｢非正社員｣ を持つと答えた企業は全体の 28.8％

に過ぎない｡ したがって, 個人請負は正社員と質

的に近く, 代替性があるのではないかと想像され

る｡ ただし, 同じ業務に従事している正社員と個

人請負が並存しているからといって, お互いに完

全に代替しているとは限らない｡ 大多数の業務委

託企業は, 個人請負が正社員と能力や意識, 人材

マネジメント面で大きく異なると認識しているか

らである｡

表 3-3 は, 能力や意識の面などについて個人請

負と正社員, 個人請負と非正社員間の差を企業側
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表 3-1 業務委託契約の仕事内容

最も代表的な仕事内容 (SA) 仕事内容 (MA)

企業数 ％ 企業数 ％

情報処理技術 118 31.1 168 44.3

デザイナー・カメラマン 46 12.1 84 22.2

建築・土木・測量技術 42 11.1 44 11.6

営業・販売 37 9.8 50 13.2

広告・出版・マスコミ専門職 33 8.7 49 12.9

事務用機械操作 24 6.3 46 12.1

機械・電気技術 17 4.5 19 5.0

講師・インストラクター 11 2.9 28 7.4

生産工程 8 2.1 13 3.4

建設労務作業 3 0.8 4 1.1

その他または不明 40 10.6 49 12.9

合計 379 100.0

表２ ｢個人請負｣ 活用状況別企業の属性

企業の属性
A) 現在活用中

B) 過去に活用した

ことある

C) これまでも現在

もない

標本数 構成比 標本数 構成比 標本数 構成比

業
種

建設業 312 7.1 67 4.5 210 8.1

製造業 312 12.5 67 7.5 210 17.6

サービス業 312 68.9 67 71.6 210 65.2

電気・ガスなど 312 7.7 67 7.5 210 3.3

不明・その他 312 3.8 67 9.0 210 5.7

従
業
員

正社員の平均人数 302 29.7 66 17.3 204 17.8

非正社員の平均人数 260 15.7 58 3.0 153 11.9

正社員の大卒以上比率(％) 268 54.9 59 55.4 171 46.7

正社員の中高年者比率(％) 229 31.7 47 37.6 148 38.6

売上高の変化率 (％) 294 16.1 65 1.4 200 －2.5

注：1) ｢電気・ガスなど｣ は, 電気・ガス・水道・熱供給業, 卸・小売業, 飲食店, 金融・保険・不動産業, 運

輸・通信業の略称である｡ 標本数が少ないため, 一つの category としてまとめた｡

2) ｢中高年者｣ は 45 歳以上の人を指す｡

3) 売上高の変化率＝[(現在の売上－３年前の売上)/３年前の売上]×100.



に評価してもらったものである｡ まず, 正社員と

の比較をみてみよう｡ ｢正社員が上｣ と答えた企

業の割合が ｢個人請負が上｣ と答えた企業の割合

より多い項目をみると, ｢定着性｣ (前者 49.8％,

後者 6.0％), ｢コスト意識｣ (前者 46.4％, 後者

17.6％), ｢品質への意欲｣ (前者 38.3％, 後者 12.3

％), ｢仕事への意欲｣ (前者 35.2％, 後者 14.0％),

｢技術・能力のレベル｣ (前者 31.7％, 後者 20.7％)

および ｢納期に対する意識｣ (前者 36.2％, 後者

10.8％) である｡ つまり, 能力や意識におけるほ

とんどの面について, 正社員が個人請負より優れ

ていると評価する企業の割合が多い｡ 一方, ｢人

件費コスト｣ ｢時間管理の手間｣ ｢教育訓練の必要

性｣ ｢募集・採用の手間｣ ｢必要に応じた活用のし

やすさ｣ といった人材マネジメントの面について

は, 個人請負が正社員より優れていると評価する

企業の割合が多い｡ たとえば, 正社員が個人請負

より人件費コストが高いと考える企業は全体の約

半数を占めるが, 逆と考える企業は全体の 4 分の

1 程度に過ぎない｡

一方, 個人請負を非正社員と比較した場合, 個

人請負が非正社員よりも優れていると企業が認識

しているのは, ｢技術・能力のレベル｣ ｢コスト意

識｣ ｢納期に対する意識｣ などである｡ また, ｢仕

事への意欲｣ ｢品質への意欲｣ ｢定着性｣ といった

面は, ｢個人請負が上｣ と答えた企業と ｢非正社

員が上｣ と答えた企業の割合がほぼ拮抗している｡

一方, ｢人件費コスト｣ ｢教育訓練の必要性｣ や

｢募集・採用の手間｣ については, 個人請負のほ

うが非正社員よりも多く手間がかかると答えた企

業が多い｡ こうした面から見る限り, 個人請負は

正社員と非正社員の中間的な位置づけであると解

釈できる｡

3 個人請負活用の動機：意識調査の結果

本調査の特徴のひとつは, ｢業務委託企業｣ に
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表 3-2 個人請負を活用する際に重視した項目 (N＝379)
(単位：％)

｢大いに重視した｣
｢大いに重視した｣ または

｢ある程度重視した｣

熱意・意欲 49.6 90.2

適性・興味・関心 42.5 86.0

専門的能力 61.0 87.9

専門的技能･技術 64.9 88.4

これまでの職務経歴 33.5 70.5

取得している資格・免許 7.4 34.0

学歴 2.6 16.9

年齢 2.6 32.5

表 3-3 正社員や非正社員に比べて個人請負の能力・意識に違いはありますか｡
(単位：％)

正社員との比較 非正社員との比較

個人請負が上 同じ程度 正社員が上 個人請負が上 同じ程度 非正社員が上

技術・能力のレベル 20.7 47.7 31.7 31.1 44.3 24.5

仕事への意欲 14.0 50.9 35.2 21.3 58.3 20.4

品質への意欲 12.3 49.4 38.3 23.6 52.8 23.6

コスト意識 17.6 36.1 46.4 32.4 48.6 19.1

納期に対する意識 10.8 53.0 36.2 24.8 59.1 16.2

定着性 6.0 44.3 49.8 24.3 51.4 24.3

人件費コスト 24.6 27.6 47.8 45.7 30.5 23.8

時間管理の手間 26.8 39.0 34.2 25.2 49.5 25.2

教育訓練の必要性 25.6 39.7 34.6 25.5 56.6 17.9

募集・採用の手間 22.6 43.5 33.9 19.8 66.0 14.2

必要に応じた活用のしやすさ 34.6 36.8 28.6 26.2 46.7 27.1

注：正社員との比較は, 個人請負と同じ仕事に従事している正社員のいる企業 (N＝241, 全業務委託企業の 63.6％) における回答

である｡ 非正社員との比較は, 個人請負と同じ仕事に従事している非正社員のいる企業 (N＝109, 全業務委託企業の 28.8％) に

おける回答である｡



対して, 個人請負を活用した動機を直接尋ねてい

るということである｡ まず, この直接的な質問の

回答を見ておこう｡ 動機として, 最も多くの企業

(81.5％) が挙げている理由は, ｢人材活用｣ 関係

の理由である (表 4-1)｡ その中でも, 特に, ｢専

門的業務への対応｣ (63.6％) および ｢即戦力の

ある人材の確保｣ (55.9％) という理由を挙げる

企業が多い｡ また, ｢人材活用｣ の次に多くの企

業が挙げた理由は ｢生産変動への対応｣ である

(58.3％)｡ その具体的な項目を見てみると, ｢業

務量の季節的変化への対応｣ 30.1％, ｢景気変動

に応じた雇用調整｣ 29.6％といったものが主な内

容である｡ さらに ｢コストの削減｣ を個人請負の

活用理由として挙げた企業も多い｡ 内訳は, ｢人

件費の節約｣ (34.6％), ｢社会保険が不要のため｣

(23.5％) が主なものである｡ さらに, 単一動機

を挙げている企業の中でも, 最も多くの企業は

｢人材活用｣ (17.7％) を挙げており, ｢コストの

削減｣ を挙げている企業はわずか 1.1％に過ぎな

い (表 4-2)｡ このように, 意識調査の段階では,

｢業務委託企業｣ が個人請負を活用する動機は,

｢人材活用｣ ｢生産変動への対応｣ ｢コストの削減｣

という順番となっている｡ 特に ｢人材活用動機｣

が支配的であるということならば, IT 化などへ

の対応として, 労働市場の新しい動きとして注目

すべきことである｡ しかしながら, 複数回答であ

ることもあり, どれが支配的な理由なのか, 直接

的な比較が難しい｡ また, こうした意識調査にあ

りがちな問題として, 企業の ｢本音｣ ではなく

｢建前｣ の理由が挙げられている可能性もある｡

Ⅳ 推定モデルと実証分析の結果

1 推定モデルの導出

この節では, 簡単な理論モデルから出発し, 個
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表 4-1 ｢個人請負｣ を活用するインセンティブ：企業側の意識 (その１)
(単位：％)

インセンティブの種類 意識した企業の割合

コスト削減
人件費の節約 34.6

社会保険が不要のため 23.5

人材活用

専門的業務への対応 63.6

即戦力のある人材の確保 55.9

高齢者の活用 6.9

生産変動への対応

景気変動に応じた雇用調整 29.6

長い営業時間への対応 7.1

仕事の繁雑への対応 15.6

業務量の季節的変化への対応 30.1

その他

正社員の確保ができないから 13.7

正社員を重要業務に特化させるため 14.2

正社員の育休・介護休業の代替として 1.3

その他 6.3

注：複数回答である｡

100%�

80%�

60%�

40%�

20%�

0%�
コスト削減� 人材活用� 生産変動への対応� その他�

43.5％�43.5％�

81.5％�81.5％�

58.3％�58.3％�

33.0％�33.0％�



人請負の活用動機を検証するための推定モデルを

導出する｡ 今, 企業が ��と ��の賃金 (報酬) の

もとでそれぞれ �� (従業員11), もしくは正社員) お

よび �� (個人請負) といった 2 種類の労働力を使

い, 生産活動を行うとする｡ 企業は最も単純な

Cobb-Douglas 型生産関数を持っているとすると,

企業の利潤 (�) 最大化問題は, 次式のようにな

る｡

���
�������

�� ����������������

����
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��

	
��
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(1)

ここで, �は生産物の価格, �は生産量, �は

技術進歩, �は資本, �は資本のレンタル料 (金

利), �と 	はパラメーターである｡ 雇用量に対

して 1 階の条件は以下の通りである｡


�


��

� ����
���
� �

	
��

����	
����� (2)


�


��

� �	��
�
��

	��
� �

����	
����� (3)

これを整理すると,
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となるが, これを両雇用者の比率という形で整理

すると,
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(4)

となり, 企業内の個人請負比率は, 個人請負の労

働生産性 	および従業員 (もしくは正社員) の賃

金 ��と個人請負の賃金 ��の比に依存すること

となる｡ また, (3)式より, �期と �－1 期間にお

ける個人請負の雇用量 ��の変化率は, 次式のよ

うになる｡
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つまり, 個人請負の雇用量 ��の変化率は, ��

および売上高 (��) の変化率に依存すると考え

られる｡

さて, 本稿で用いている企業別のアンケート調

査では, 幸いなことに従業員 (もしくは正社員)

に対する個人請負の人数比や, 個人請負の雇用量

変化率についても質問を行っている｡ そこで, 第

(4)式および第(5)式に基づいた推定を行うことに

する｡ まず, 第(4)式より, 正社員または従業員

に対する個人請負の人数比を以下のような関数を

用いて推定する｡
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表 4-2 ｢個人請負｣ を活用するインセンティブ：企業側の意識 (その２)
(単位：％)

動機の種類 回答した企業の割合

単一動機

コスト削減 1.1

人材活用 17.7

生産変動への対応 3.2

その他 2.4

二つの動機

コスト削減＋人材活用 9.2

コスト削減＋生産変動への対応 7.1

コスト削減＋その他 0.3

人材活用＋生産変動への対応 16.4

人材活用＋その他 7.4

生産変動への対応＋その他 2.1

三つの動機

コスト削減＋人材活用＋生産変動への対応 12.4

コスト削減＋人材活用＋その他 3.7

人材活用＋生産変動への対応＋その他 7.4

四つの動機 コスト削減＋人材活用＋生産変動への対応＋その他 7.4

合計 97.6

注：｢個人請負｣ を活用しているもしくは活用した経験のある 379 の事業所 (うち現在活用している事

業所 312 社) を対象とした集計結果である｡
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(6)

�＝1, 2...�番目の企業

被説明変数である ��/��の値が大きい企業ほ

ど, 個人請負の活用を積極的に行っているとみる

ことにする｡ 一方, 重要な規定要因である賃金比

(��/��) の値は, 残念ながらこのアンケート調査

で直接尋ねられていないため, その代わりに,

��������および 
��という代理変数を用いる

ことにする｡ ��������は, 個人請負の報酬額を

どのような基準で決めているかという一連の質問

から作ったダミー変数であり, ①自社の同業務の

正社員の給料に準じているとするダミー変数, ②

地域の最低賃金に準じているとするダミー変数の

二つがある｡ 一方, 
��は個人請負の人件費に

関係する一連の経費指標であり, ①交通費ダミー,

②必要な備品ダミー, ③業務に係わる経費ダミー

の三つからなる｡ なお, 上記の経費指標は, いず

れも企業全額負担の場合に 0, 個人負担あり (一

部もしくは全額個人負担) の場合に 1 とするダミー

変数である｡ そして, 労働生産性を表すパラメー

ター (�) の代理変数として, 個人請負の年齢,

学歴, 仕事の進め方の自主性の有無など一連の変

数 (X) を用いる｡ そのほか, 属性変数 Z として,

契約期間の長さ, 生産変動を表す変数 (売上高変

動), 企業規模, 産業ダミーなどを説明変数とし

て加えることにした｡

一方, 第(5)式の左辺となっている個人請負の

変化率については, アンケート調査では, 個人請

負が過去 3 年間に増えたか, 変わらないか, 減少

したかというカテゴリー変数を含んでいるために,

以下のような Ordered Probit モデルを用いて推

定する｡ 被説明変数としては, この過去 3 年間の

個人請負数の変化に加えて, 今後の個人請負数の

変化見込みを取り上げる (1 ＝減少, 2 ＝同じ, 3 ＝

増加)｡
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���� �	 �
�
���� 個人請負数が減少

���� �	 ��� �
�
����

個人請負数が変わらない

���
 �	 �
�
���� 個人請負数が増加

説明変数は, 売上の変化率 ������(3 年前売上

高指数と現在の売上高指数の変化率, ％) がある以

外は, 第(6)式の説明変数と同様である｡ 推定対

象は, 現在もしくは過去に個人請負と契約したこ

とのある企業 (後述の業務委託企業) 379 社である｡

さて, 動機の検証としては, 上記の説明変数の

うちどの変数が有意になるかによって判断するこ

とにする｡ まず, ｢コスト削減動機｣ の検証とし

ては, ��������および 
��から判断を行う12)｡

もし, ｢コストの削減｣ が動機であるならば, 個

人請負に同業務の自社社員と同基準の報酬額を支

払うはずはないので, そのような基準を持ってい

る企業の個人請負の活用程度は低いはずである｡

また, 業務に係わる経費, 交通費, 備品について

も, 企業側が全額負担をせずに個人請負に負担を

負わせると考えられるから, そのような経費を個

人に転嫁している企業ほど個人請負の活用程度が

高いと予想される｡

｢生産変動への対応動機｣ の検証としては, 業

務委託契約の期間および企業の売上高等の変動の

大きさから判断することにする｡ ｢生産変動への

対応｣ 目的での個人請負を活用しているのであれ

ば, 業務委託契約期間が短いはずであるから, 業

務委託契約期間が短い企業ほど個人請負比率が高

くなると考えられる｡ さらに, 前節の仮説によれ

ば, 生産の季節的変動が大きいほど, 個人請負を

多く活用し, 個人請負比率が高くなると予想され

る｡

さて, 生産変動自体についてはアンケート調査

から個別企業についての情報を得ることができな

い｡ そこで, 別の統計調査から業種および企業規

模別に売上高の変動幅等の指標を作成し, それを

該当業務委託企業の業種・企業規模にマッチさせ

て代理変数として用いることにする｡ 具体的には,

日本銀行 ｢全国企業短期経済観測調査結果｣ (日

銀短観)13) から, 六つの半期 (2003 年上半期～2005

年下半期) における業種 (10 種類) ×企業規模
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(大, 中, 小) 別事業所の売上高の前年同期比増減

率 (％) を計算し, 10 業種× 3 規模 (30 グループ)

の標準偏差 (σ) を説明変数とする｡ σが大きけ

れば大きいほど, 売上高の変動が激しいと考えら

れるので, その係数が正になると期待される｡

｢外部人材の活用動機｣ の検証としては, ｢主た

る業務の専門性ダミー｣ ｢個人請負の年齢｣ ｢学歴｣

および ｢仕事の進め方の自主性の有無｣ といった

労働生産性に関連する変数の係数に注目する｡ 個

人請負の年齢14), 学歴および仕事の進め方の自主

性は, その人の専門性の高さと密接な関係がある

と考えられる｡ そのため, 個人請負の年齢や学歴

が高く, 自主性の高い仕事を委託している企業ほ

ど, 個人請負の活用が進んでいるのであれば,

｢外部人材の活用動機｣ が支持されたと考えるこ

ととする｡

2 個人請負の活用動機：実証分析の結果

第(6)式の個人請負の需要関数を最小 2 乗法

(OLS)15) によって推定した結果が表 6 である16)｡

なお, Case 1 と 2 における被説明変数は ｢個人

請負対正社員の人数比｣ であるのに対して, Case

3 と 4 の被説明変数は ｢個人請負対従業員の人数

比｣ である｡ また, Case 1 と Case 3 は全サンプ

ルを用いた推計結果であるのに対して, Case 2

と Case 4 は個人請負と同じ業務を行っている正

社員を持つ企業にサンプルを限定したものであ

る17)｡

まず, ｢コスト削減動機｣ と関係のある報酬額

基準 (��������) および諸費用 (��	) の変数を

みると, ｢報酬｣ または ｢備品｣ 負担に寛大な企

業ほど, ｢個人請負対正社員｣ の人数比が低いこ

とがわかった｡ 例えば, Case 1 の場合に, 個人

請負の賃金が自社同業務の正社員に準じている企

業はそうでない企業に比べ, ｢個人請負対正社員｣

の人数比が 0.463 ポイント低くなっている｡ また,

必要備品の一部または全部を個人請負に負担させ

ている企業はそうでない企業に比べ, 同人数比が

0.446 ポイント高くなっている｡ 一方, サブサン

プルを用いた Case 2 の推計結果も, Case 1 とほ

とんど変わらない｡

次に, 業務委託契約期間を長く (半年以上) 設
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表５ 主要な変数の記述統計量

全サンプル サブサンプル

標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差

個人請負数/正社員数 283 1.2027 2.3721 194 0.8414 1.6658

個人請負数/従業員数 246 0.8079 1.5939 170 0.5486 1.3045

報酬額の基準 (自社同業務の正社員の報酬の場合に 1) 312 0.2244 0.4178 202 0.3168 0.4664

報酬額の基準 (地域の最低賃金の場合に 1) 312 0.0288 0.1676 202 0.0149 0.1213

交通費 (個人負担ありの場合に 1) 310 0.7323 0.4435 200 0.7400 0.4397

業務に係わる経費 (個人負担ありの場合に 1) 306 0.5686 0.4961 199 0.5427 0.4994

必要な備品 (個人負担ありの場合に 1) 310 0.6645 0.4729 201 0.6716 0.4708

｢個人請負｣ の中最も多い年齢 20～29 歳 291 0.0997 0.3001 188 0.1064 0.3092

30～39 歳 291 0.5464 0.4987 188 0.5585 0.4979

40～49 歳 291 0.1821 0.3866 188 0.1649 0.3721

50 歳以上 291 0.1718 0.3779 188 0.1702 0.3768

｢個人請負｣ の中最も多い学歴 高卒程度 292 0.2226 0.4167 192 0.1667 0.3737

短大・専門学校 292 0.3664 0.4827 192 0.4063 0.4924

大卒以上 292 0.4110 0.4929 192 0.4271 0.4959

仕事の進め方 (自主性ありの場合に 1) 309 0.7282 0.4456 200 0.7350 0.4424

業務委託契約期間 決めていない 304 0.4671 0.4997 197 0.4619 0.4998

３カ月未満の期間 304 0.0855 0.2801 197 0.0761 0.2659

３～６月未満の期間 304 0.1382 0.3456 197 0.1624 0.3698

半年以上 304 0.3092 0.4629 197 0.2995 0.4592

最も代表的な仕事内容 (専門的業務の場合に 1) 312 0.6891 0.4636 202 0.7970 0.4032

売上高の前年同期比増減率 (％) の標準誤差 (σ) 279 2.6218 2.6859 185 2.5135 2.4357

注：1) 集計対象は, 現在 ｢個人請負｣ を活用している事業所である｡

2) サブサンプルとは, 個人請負と同業務に従事している正社員を持っている事業所に限定したサンプルのことである｡

3) 業種および企業規模に関する記述統計は表１と表２を参照｡



けている企業に比べると, 契約期間の短い (3 カ

月未満) 企業の個人請負人数比が低いことがわかっ

た (Case 2 と 4)｡ この結果は, 生産変動への対応

仮説と整合的ではない｡ さらに, 同業種・企業規

模内の売上高の平均変動幅 (σ) の係数は, すべ

ての Case において統計的に有意ではなく, この

点からも ｢生産変動への対応動機｣ との整合性が

見られていない｡ ちなみに, 産業ダミーや規模ダ

ミーがこうした生産変動要素を拾っている可能性

もあるために, 産業ダミー・規模ダミーをはずし

た推計も行ったが, やはり売上高の平均変動幅は

有意とはならなかった｡

そして, ｢外部人材の活用動機｣ と関係すると

考えた四つの変数 (年齢ダミー, 学歴ダミー, 仕事

の自主性ダミーと専門的業務ダミー) の係数値をみ

ると, 統計的に有意ではないか, 仮説の予想とは

まったく逆の符号になっている｡ すなわち, 年齢

ダミーと仕事の自主性ダミーの係数推計値は統計

的に有意ではなく, 学歴ダミーと専門的業務ダミー

の係数値は統計的に有意ではあるが予想とは逆に

負の符号になっている｡ したがって, ｢外部人材

の活用動機｣ 仮説は, ここから見る限り, 支持さ

れないといえるであろう18)｡

そのほか興味深い結果として, 零細企業ダミー

の係数は正で有意となっている一方, 大規模企業

ダミーは負で有意になっている点が挙げられる｡
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表６ ｢個人請負｣ 対 ｢従業員｣ または ｢正社員｣ 人数比の推計 (OLS)

被説明変数

説明変数

個人請負数/正社員数 個人請負数/従業員数

Case1 全サンプ

ル

Case2 サブサン

プル

Case3 全サンプ

ル

Case4 サブサン

プル

係数 SE 係数 SE 係数 SE 係数 SE

報酬額の基準(自社同業務の正社員の報酬の場合に 1) －0.463 0.23** －0.418 0.21** －0.188 0.14 －0.282 0.11***

報酬額の基準 (地域の最低賃金の場合に 1) 1.203 1.28 －0.436 0.92 0.875 0.82 －0.350 0.67

交通費 (個人負担ありの場合に 1) 0.131 0.32 0.200 0.26 0.070 0.19 0.129 0.15

業務に係わる経費 (個人負担ありの場合に 1) －0.055 0.29 －0.603 0.33* 0.020 0.22 －0.188 0.26

必要な備品 (個人負担ありの場合に 1) 0.446 0.28* 0.762 0.26*** 0.152 0.22 0.344 0.22

｢個人請負｣ の中最も多い年齢 30～39 歳 0.123 0.34 －0.034 0.38 0.214 0.21 －0.013 0.22

40～49 歳 －0.015 0.49 －0.393 0.41 0.166 0.30 －0.081 0.23

50 歳以上 －0.082 0.48 －0.525 0.38 －0.117 0.24 －0.200 0.25

｢個人請負｣ の中最も多い学歴 短大･専門学校 －1.055 0.45** －0.566 0.42 －0.549 0.31* －0.309 0.34

大卒以上 －0.949 0.51 －0.168 0.42 －0.522 0.32* －0.124 0.34

仕事の進め方 (自主性ありの場合に 1) 0.227 0.27 0.002 0.24 0.008 0.17 －0.113 0.21

業務委託契約期間 決めていない －0.089 0.36 0.534 0.29* 0.050 0.21 0.274 0.19

3 カ月未満の期間 －0.480 0.33 －0.542 0.29* －0.238 0.22 －0.350 0.20*

3～6 月未満の期間 0.191 0.50 0.059 0.27 0.233 0.31 0.022 0.17

最も代表的な仕事内容(専門的業務の場合に 1) －0.696 0.37 －0.378 0.45 －0.536 0.28* －0.275 0.40

売上高の前年同期比増減率(％)の標準誤差(σ) －0.056 0.07 －0.037 0.03 0.033 0.05 0.002 0.03

企業の業種 建設業 0.396 0.46 0.378 0.42 0.230 0.33 0.153 0.33

電気・ガスなど 2.324 1.14** 0.952 0.94 0.894 0.46** 0.104 0.38

サービス業 0.603 0.32* 0.520 0.40 0.363 0.27 0.354 0.36

企業規模 大規模企業 (従業員数 100 人以上) 0.420 0.79 －0.403 0.40 －0.421 0.22** －0.433 0.27

小規模企業 (従業員数 5～20 人未満) －0.118 0.27 －0.156 0.25 0.028 0.19 －0.064 0.20

零細企業 (従業員数 5 人未満) 0.711 0.42* 1.051 0.48** 0.652 0.35* 0.610 0.43

常数項 1.228 0.77 0.684 0.71 0.613 0.49 0.486 0.49

R-Squared 0.1874 0.2122 0.1680 0.1147

サンプル数 265 180 233 161

注：1) 標準誤差 (SE) は, White 修正による一致性を持つものである｡ Case２と Case４では, 個人請負と同業務に従事している正社員を持っ

ていない企業が除かれている｡

2) 年齢ダミー, 学歴ダミー, 業務委託契約期間ダミーのベンチマークはそれぞれ ｢20～29 歳｣, ｢高卒程度｣ および ｢半年以上｣ である｡

一方, 業種ダミーのベンチマークは売上額の変動係数が最も小さい ｢製造業｣ である｡ 企業規模ダミーのベンチマークは ｢中規模企業｣

(従業員数 20 人以上～100 人未満) である｡

3) σは 2003 年上半期から 2005 年下半期までの業種・企業規模別売上高 (年度計画) の前年同期比増減率に基づいて筆者が試算したもの

である｡ データ出所：日本銀行 ｢全国企業短期経済観測調査結果｣ (各年)｡

4) *, **と***はそれぞれ, 10％, ５％と１％の信頼水準で有意であることを示す｡



具体的には, Case 1-3 において従業員数 20 人以

上 100 人未満の中規模企業をベンチマークとした

場合に, 従業員数 5 人未満の零細企業における個

人請負の人数比が有意に高い一方, 従業員数 100

人以上の大企業における同人数比が有意に低くなっ

ており (Case 3), おおむね企業規模が小さいほ

ど個人請負比率が高いと解釈することができる｡

これは, 研究対象と推計方法は多少異なるものの,

Abraham & Taylor (1996) の結果と一致してい

る｡ 具体的には, Abraham & Taylor (1996) で

は, アメリカ企業における外部コントラクターへ

の業務アウトソーシング比率 (1 ＝ 0％, 2 ＝ 1-25

％ , 3 ＝26-74％ , 4 ＝75-99％ , 5 ＝100％) を

Ordered Probit Model を用いて推計した結果,

大企業のアウトソーシング比率が有意に低いと報

告されている｡ その解釈は, ｢小企業ほど, 規模

の経済が働きにくいため業務をアウトソーシング

するインセンティブが高い｣ というものである｡

規模の経済性がもたらす一つの側面は経費の削減

とも言えるので, 零細企業ダミーの係数が正で有

意という実証結果は, ｢コスト削減動機｣ とも整

合的な結果であると解釈できる｡

また, 業種ダミーにおいては, サービス業が

Case 1 において有意となっている｡ これは, サー

ビス業が特に個人請負をしやすい業種である, サー

ビス業において個人請負が多い, 売上変動幅では

取りきれなかった生産変動要素を表しているな

ど19), さまざまな解釈が可能である｡

さて, 表 7 は① 3 年前に比べた現在の個人請負

数の変化, および②今後の変化の見込みについて,
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表７ ｢個人請負｣ 活用の推移および今後の見込みにおける推計 (Ordered Probit Model)

被説明変数

説明変数

過去３年間の推移

(1 減少, ２同じ, ３増加)

今後の見込み

(1 減少, ２同じ, ３増加)

係数 標準誤差 係数 標準誤差

報酬額の基準(自社同業務の正社員の報酬の場合に 1) 0.009 0.18 －0.074 0.20

報酬額の基準 (地域の最低賃金の場合に 1) －0.699 0.44 －0.248 0.47

交通費 (個人負担ありの場合に 1) －0.127 0.18 0.223 0.20

業務に係わる経費 (個人負担ありの場合に 1) 0.363 0.18** 0.576 0.19***

必要な備品 (個人負担ありの場合に 1) －0.281 0.18 －0.676 0.21***

｢個人請負｣ の中最も多い年齢 30～39 歳 －0.332 0.26 0.066 0.30

40～49 歳 0.091 0.31 0.372 0.35

50 歳以上 －0.114 0.31 －0.058 0.36

｢個人請負｣の中最も多い学歴 短大･専門学校 0.096 0.22 －0.148 0.24

大卒以上 0.041 0.21 －0.136 0.23

仕事の進め方 (自主性ありの場合に 1) 0.174 0.17 0.411 0.19**

業務委託契約期間 決めていない －0.162 0.18 0.039 0.20

3 カ月未満の期間 0.034 0.27 0.168 0.31

3～6 カ月未満の期間 0.201 0.23 0.663 0.27***

最も代表的な仕事内容 (専門的業務の場合に 1) 0.075 0.19 －0.240 0.21

売上高の前年同期比増減率 (％) の標準偏差 (σ) －0.019 0.03 －0.017 0.04

企業の業種 建設業 －0.462 0.35 －0.183 0.39

電気・ガスなど 0.473 0.38 0.458 0.40

サービス業 －0.009 0.23 0.205 0.25

企業規模 大規模企業 (従業員数 100 人以上) －0.235 0.28 0.032 0.30

小規模企業 (従業員数 5～20 人未満) －0.020 0.18 0.097 0.20

零細企業 (従業員数５人未満) －0.351 0.21* －0.221 0.24

売上高の変化率 0.002 0.00** 0.003 0.00**

�１ －1.291 0.45 －1.455 0.53

�２ －0.2380 0.45 0.4082 0.52

サンプル数 272 243

対数尤度 －254.4 －185.9

注：1) 年齢ダミー, 学歴ダミー, 業務委託契約期間ダミーのベンチマークはそれぞれ, ｢20～29 歳｣ ｢高卒程度｣ および ｢半年以上｣ である｡

一方, 業種ダミーのベンチマークは売上額変動係数の最も小さい ｢製造業｣ である｡

2) 企業規模ダミーのベンチマークは ｢中規模企業｣ (従業員数 20 人以上～100 人未満) である｡

3) 売上の変化率＝[(現在の売上－３年前の売上)/３年前の売上]×100.

4) *, **と***はそれぞれ, 10％, ５％と１％の信頼水準で有意であることを示す｡



Ordered Probit モデルで推定した結果である｡

まず, ｢業務に係わる経費を個人に転嫁している

企業｣ は ｢経費全額を負担する企業｣ に比べ, 過

去 3 年間の推移ベースでみても今後の見込みベー

スでみても, 個人請負を増やす確率が有意に高く

なっている｡ つまり, 経済的処遇の面で個人請負

に対して寛大な企業ほど, 過去に個人請負の活用

を増やした確率が低いし, 今後さらなる個人請負

の活用に乗り出す可能性も低い｡ これは ｢コスト

削減動機｣ 仮説と整合的な結果である｡ また, 過

去の個人請負活用には影響しないものの, 今後の

利用動向 (見込み) に影響する変数として, 仕事

の自主性ダミーと業務委託契約期間ダミーが有意

となっている｡ 具体的には, 自主性の高い業務を

中心に委託している企業, 中短期 (3-6 月未満)

委託契約中心の企業ほど, 今後個人請負の活用を

増やしていく見込みとなっており, 今後について

は, 単純なコスト削減動機だけでは説明できない

要素も出てきている｡ そのほか, 第(5)式のモデ

ルから導かれた通り, 売上高の変化率の係数はい

ずれのケースにおいても正で有意な結果となって

いる｡ つまり, 売上額が伸びている企業ほど, 過

去に積極的に個人請負の活用を増やしてきたし,

今後さらなる個人請負の活用を増やしていく確率

も高いことがうかがえる｡

さて, 上記の推定結果は, 先行研究である米国

の研究と比較してどのような特徴があるのであろ

うか｡ 本稿とは推定方法自体が異なるものの,

Abraham & Taylor (1996) は従業員の平均賃金

が高い企業ほど, 守衛や清掃などの通常用務を外

部コントラクター20)に委託する確率が高いことを

確認し, 外部人材の活用における ｢コスト削減動

機｣ が顕著であるとしている｡ コスト削減に関し

ては, 日米に共通して確認される動機である｡

また, 生産変動への対応動機という面では,

Fay & Medoff (1985) および Abraham &

Taylor (1996), Mangum ����. (1985) 等の実証

研究が比較可能である｡ 本稿で得られた ｢生産変

動に直面していると考えられる企業が必ずしも業

務のアウトソーシングを積極的に推進していない｣

という結論は, Fay & Medoff (1985) および

Abraham & Taylor (1996) の実証結果とおおむ

ね一致しているものの, Mangum ����. (1985)

の分析結果とは一致しない｡ すなわち, Fay &

Medoff (1985) はアメリカの製造業を対象とした

調査結果を中心に, 生産変動の大きな企業が主に

従業員の配置転換でピーク時の生産に対応してい

る可能性を示唆した｡ また, Abraham & Taylor

(1996) の推計結果によれば, 生産変動 (業種別指

標) の大きい企業ほど, 守衛や清掃などの通常用

務や機械のメンテナンス業務を外部人材に委託す

る確率が, 逆に低くなることが示されている｡ 一

方, Mangum ����. (1985) は THS ワーカー21)

(非核心的業務に従事する外部人材) についての企

業アンケートを行い, クロス集計をした結果, 生

産変動 (従業員数の増減幅を生産変動の指標として)

の大きい企業ほど, こうした外部人材への業務委

託の割合が高いという結果を示している｡ 外部人

材の活用動機は, 米国では言わずもがなというこ

となのか, そういった動機の検証は明示的には見

当たらない｡

Ⅴ 考 察

1990 年代以降, IT 化の急速な進展により, フ

リーのコンピュータ技術者, 専門技術を持つ独立

請負人 (IC) など新たな型の業務委託契約従事者,

いわゆる個人請負が増加しており, 就業形態とし

て無視しえない存在になってきている｡ しかしな

がら, 個人請負労働の現状や, 企業がどのような

動機を持って個人請負の活用に臨んでいるかとい

う点についての研究は皆無に等しい｡ そこで本稿

は, 個人請負を取り巻く現状や, 個人請負という

就業形態への需要が高まってきた原因について分

析を行った｡

まず, クロス集計による分析から, 以下の点が

明らかになった｡ 第一に, 業務委託企業が個人請

負に対して期待している能力は, ｢専門的技能・

技術｣ および ｢専門的能力｣ であり, 資格・免許,

学歴や年齢など通常正社員採用時に重視されてい

そうな条件については, さほど重視されていない｡

第二に, 個人請負と同じような業務に従事してい

る ｢正社員｣ を持つと答えた業務委託企業は全体

の 6 割以上に及ぶが, 同業務に従事している ｢非
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正社員｣ を持つと答えた企業は全体の 3 割に満た

ず, 個人請負はどちらかといえば正社員と代替性

の高い労働力であると考えられる｡ 第三に, しか

しながら個人請負は正社員と完全に代替的という

わけではなく, 企業側にとって個人請負は, ｢時

間管理の手間｣ ｢教育訓練の必要性｣ ｢募集・採用

の手間｣ ｢必要に応じた活用のしやすさ｣ といっ

た人材マネジメントの面について優れている一方,

｢定着性｣ ｢コスト意識｣ ｢品質への意欲｣ ｢仕事へ

の意欲｣ ｢技術・能力のレベル｣ および ｢納期に

対する意識｣ などは正社員に比べて劣っていると

受け止められている｡

次に, 企業側が個人請負を活用する動機につい

て, 米国の先行研究を参考にしながら, (1)コス

トの削減, (2)生産需要の季節的変動への対応,

(3)外部人材の専門技術の活用の三つの仮説を立

てて検証を行った｡ アンケート調査において, こ

れらの動機について直接尋ねた質問の集計結果を

みると, ｢業務委託契約従事者｣ を活用している

企業の大半は, その動機として上の三つの理由

(｢外部人材の活用｣ 81.5％, ｢生産変動への対応｣

58.3％, ｢コストの削減｣ 43.5％) を挙げており,

米国とほぼ同様の構造であり, 特に ｢外部人材の

活用｣ が突出して高かった｡ しかしながら, さま

ざまな変数を用いてのクロス集計や回帰分析の推

定結果からは, 企業側における ｢コストの削減動

機｣ はおおむね支持されたものの, ｢生産変動へ

の対応動機｣ および ｢外部人材の活用動機｣ は支

持されていないことが明らかとなった｡

個人請負の拡大の背景には, 専門的な技能を要

する仕事の拡大によって, それに即した新しい就

業形態が生まれ・育ってきたとの見方がある｡ つ

まり, 専門的な技能者は, 企業から指揮命令を受

けずに, ある程度の裁量を持って業務に従事でき

ることを望むであろうし, 多数の企業が専門的技

能者に仕事を同時に委託するためにも, 個人請負

が適した就業形態であるからである｡ しかしなが

ら, 企業別データから見えてきたものは, 現段階

では, 企業にとって個人請負は, もっぱら ｢コス

ト削減｣ のための手段であり, ｢外部専門人材の

活用｣ という動機は顕著にはみられないというこ

とである｡ したがって, 近年の個人請負の増加は,

専門人材の働き方の多様化によるものというより

は, 平成不況後進んでいる ｢正規労働者から非正

規労働者へ｣ という大きな構造的変化の中に位置

づけられるのではないかと思われる｡

最後に, 本稿の研究結果について, 若干の留保

すべき点に触れておきたい｡ 第 1 に, 本稿で使わ

れている 379 社の業務委託企業サンプルは, 数の

少なさ, 代表性, 調査票の回収率 (30％未満),

母集団が明確ではないといった問題を抱えている｡

したがって, 今後, このサンプル抽出に関してよ

り精密な調査を行って, 本稿で得られた結論を追

試する必要があると思われる｡ 第 2 に, 本稿はあ

くまでも企業側の情報に基づいた分析であり, 労

働力供給側の情報を一切取り入れていないという

欠点がある｡ この点に関しては, 現在, 筆者等は

個人請負に対するアンケート調査22)を実施したと

ころであり, 今後, その結果を用いた検証ができ

ると思われる｡

＊本稿は, 労働政策研究・研修機構 (JILPT) 政策研究総合プ

ロジェクト ｢多様な働き方を可能とする就業環境及びセーフ

ティネットに関する研究｣ の一環である｡ 研究課題の設計と

データベースの作成に多大な貢献をされた岩田克彦氏, 佐藤

厚氏, 大木栄一氏に感謝を申し上げたい｡ また, 鎌田耕一氏,

古郡鞆子氏, 猪木武徳氏, 薦田隆成氏, 小野旭氏, 浅尾裕氏,

松本純平氏, 2 名の匿名レフェリーおよび編集委員会より貴

重な助言を頂いた｡ なお, 本稿は筆者の個人的見解であり,

所属機関を代表するものではない｡

1) 個人請負は, ｢業務委託契約従事者｣ ｢契約労働者｣ と呼ば

れることもある｡ 1997 年の国際労働機関総会は ｢契約労働｣

という用語を用いているが, 本研究はその通称である個人請

負という名前を用いることにした｡

2) 2003 年現在, 派遣社員として登録しているのは 210 万人

程度であるが, 実際に就業している派遣労働者は 50 万人で

ある (総務省統計局 ｢労働力調査｣)｡ 一方, 個人請負として

働く人は全国で 50 万～200 万人と推測されている (村田 200

4)｡

3) 個人請負と派遣労働者のほか, 請負企業に雇われて, ユー

ザー側企業に労働やサービスを提供する, いわゆる ｢下請労

働者｣ または ｢請負社員｣ も典型的な外部人材である｡ 三者

の違いは下表の通りである｡
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比較項目 派遣労働者 請負社員 個人請負

従業上の地位 雇用者 雇用者 自営業主

指揮命令権限

所在

ユーザー側企

業

請負企業 自分自身

法定福利厚生

負担

派遣会社側に

あり

請負企業側に

あり

企業側負担な

し

労働法の適用 適用対象 適用対象 非適用対象



4) 1986 年の労働省告示第 37 号 ｢労働者派遣事業と請負によ

り行われる事業との区分に関する基準を定める告示｣ による｡

5) 佐藤 (2001) は, 外部人材の活用が企業の労働力需要の変

化に柔軟に対応するための手段であり, 人材活用面での柔軟

性がコストの削減につながることを指摘している｡

6) 実際, 村田 (2004) が 1999 年 10 月に行った聞き取り調査

では, 企業が個人請負の活用について, ｢自社従業員にない

高い技術スキルや他社での勤務経験がある人材の活用ができ,

従業員への刺激となる｣ という回答が, 多くの企業から報告

されている｡

7) 企業は ｢内部平等制約｣ (internal equity constraint) に

直面しているとの仮説もある｡

8) この仮定は日本企業に特によく当てはまると思われる｡ つ

まり, 日本企業は終身雇用や傾斜の急な賃金プロファイル,

手厚い退職金など正社員の解雇コストが極めて高いからであ

る｡

9) 一方, Hamermesh (1993) が指摘したように, 企業にとっ

ては生産の変動に対して, アウトソーシング以外の選択肢も

存在するはずである｡ たとえば, 正社員の就業時間調整 (残

業), 生産の在庫あるいは納品期限の延長 (back-order ad-

justment) などの手段を通じても生産需要の変動に対応す

ることが可能である｡ したがって, 生産業務の変動の大きさ

と個人請負の活用は単純に比例的な関係があるとも限らない｡

10) 調査の詳細については, 労働政策研究・研修機構 (2004)

『労働政策研究報告書』 No.12 を参照されたい｡

11) 従業員数＝正社員数＋非正社員数｡

12) そのほか, 労働組合の有無も, ｢コスト削減｣ 動機仮説の

代理変数として使うことが考えられる｡ なぜならば, 労働組

合のある企業は, 従業員の平均賃金水準も比較的に高いため,

個人請負の活用による人件費の節約効果がより大きいと思わ

れるからである｡ しかしながら, 労働組合に関する情報は,

本稿で用いているデータには存在しないため, 本研究では労

働組合の効果について分析することはできない｡

13) 企業の売上高を入手しうる統計として最も一般的な統計は,

財務省の ｢法人企業統計季報｣ である｡ しかしながら, ｢法

人企業統計季報｣ では, 業種×企業規模別のクロスデータが

入手不可能なため, 詳細な情報が入手可能な日銀短観を用い

ることにした｡

14) 一般的に, 年齢は社会経験を反映していると考えられる｡

15) 被説明変数である ｢個人請負対正社員の人数比｣ は業務委

託企業に限って観察されるため, 本来ならばこうした標本選

択バイアスを配慮できる Heckman 二段階推定法を用いるべ

きであるが, 本調査では業務委託を行っていない企業に関す

る情報が極めて少ないため, Heckman 二段階推定法を用い

るときの第 1 段階のプロビット推計にも問題が生じてしまう｡

実際, この問題の多いプロビット推計の結果を用いて in-

verse mills ratio 計算し, 第 2 段階の需要関数に入れて推計

しても, inverse mills ratio の係数は統計的に有意ではなかっ

た｡ したがって, そのような問題があることを指摘するに止

め, ここでは最小二乗法を用いて需要関数を推計することに

した｡

16) 主要な変数の記述統計量が表 5 にまとめられている｡

17) ｢報酬額の基準ダミー (自社同業務の正社員の報酬の場合

に 1)｣ という指標が, 同業務を担当している正社員がいな

い企業にとっては意味が薄いため, サブサンプルを用いた推

計結果を同時に示すことにした｡

18) 本論文が用いる調査サンプルには, 専門性や独立性の高い

者いわゆるインディペンデント・コントラクター (独立請負

人) が少ないというバイアスがあるために ｢外部人材活用動

機｣ が支持されない結果と結びついている懸念がある｡ しか

しながら, 独立請負人が個人請負全体に占める割合がまだま

だ低い (2004 年 9 月 1 日現在インディペンデント・コント

ラクター協会に登録している会員はわずか 140 名) ので, た

とえ, このような標本バイアスを完全に除去しても結果は変

わらないと考えられる｡

19) 日銀短観および法人企業統計季報においても, 製造業に比

べてサービス業の生産変動は大きい｡

20) ここでの外部コントラクター (outside Contractor) とは,

ユーザー側企業との間に雇用関係のない外部人材の総称であ

り, 本稿の個人請負よりも広い概念であることに留意された

い｡

21) THS は Temporary Help Services の略称である｡ THS

ワーカーは業務の属性 (非核心的業務) を規定しているとい

う意味では本稿の ｢個人請負｣ より狭い概念である｡ 一方,

THS ワーカーの中に自営業者のみならず, 斡旋組織との間

に雇用関係が結ばれている個人も含まれているので, ｢個人

請負｣ と重ならない部分もある｡

22) JILPT ｢働き方に関する意識調査｣ (2004 年 11 月)｡
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